
食品衛生規制の見直しについて（案） 

１．ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化 

（基本的な考え方） 
 ○ 一般衛生管理をより実行性ある仕組みとするとともに、HACCPによる衛生管理の手法を取り入れ、フードチェーンを
通じた事業者における自主管理の推進を図る。 

 
（検討内容） 
 ○ 食品等事業者は、衛生管理基準に従って、必要な措置を講じなければならないこととし、一般衛生管理及びHACCP
による衛生管理、それらを実施するための「衛生管理計画」を策定に関すること等を求めることを検討。 

  ※ 対象となる食品等事業者としては、フードチェーンを構成する食品の製造・加工、調理、販売等を行うすべての食
品等事業者を対象。 

  
 ○ HACCPによる衛生管理の基準としては、CodexのガイドラインによるHACCPの７原則を要件とし、小規模事業者、飲

食店、販売業等の一定の業種等については、食品の特性や事業者の状況等に応じて、現行の一般衛生管理の着実
な実施を基本に、HACCPの考え方に基づく手引書等を参考とした取り組みを求めることを検討。 

     

   （参考） 一定の業種等としては、小規模事業者、当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
/提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種/一般衛生管理の対応で管理が可能な業種等（例：飲食
店、販売業等）を想定 
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第１ 趣旨 

○ 食品流通の多様化や国際化等を踏まえ、食品の安全の更なる向上を図るため、フードチェーンを通じた事業者にお
ける自主管理の推進を図るとともに、食品用器具・容器包装の規制の在り方の見直し、食品の自主回収に対する対応
等により、食品の安全の確保のための施策の充実を図る。 

第２ 主な検討内容 
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２．営業届出の創設及び許可制度の見直し 

（基本的な考え方） 
 ○ すべての食品等事業者を対象としたHACCPによる衛生管理の制度化を踏まえ、営業許可対象事業者以外の事
業者についても、自治体が把握するための仕組みを構築する。 

   また、全国どこの地域でも一定の衛生管理基準を確保しつつ、事業者の申請手続等の効率化の観点も踏まえ、
許可制度についての見直しを行う。 

 
（検討内容） 

 ○ 現在の営業許可以外の業種についても自治体が把握することが可能となるよう、営業許可業種以外の事業者に
対して、届出を求める仕組みの創設を検討。 

 

 ○ 許可の対象となる業種（政令で定める３４業種）について、整理し、見直しを行うとともに、現在、条例で定めてい
る施設基準について、省令で基準を示すことを検討。 

 
 ○ また、申請手続の効率化の観点から、電子申請・届出の共通基盤システムの整備、様式の統一等を検討。 



３．食品用器具・容器包装の規制の見直し（ポジティブリスト制度の導入） 

（基本的な考え方） 

○ 食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とする仕組み（ポジティブリスト制度）を導入
するとともに、製造管理基準の遵守を義務づけること等によって、安全性の確保を図る。 

 
（検討内容） 

○ 食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とする仕組み（ポジティブリスト制度）を導入
することを検討。 

 ※ 対象となる材質としては、まずは合成樹脂を対象とすることを想定。具体的なリスク管理方法については、更に技
術的な検討を行う。 

  ※ 既存で使用されている物質については、一定の要件を満たした場合には、使用可能となるよう、配慮する。 
  ※ なお、一定溶出量未満であるなど低リスクの物質について、国が定めた評価基準に従い、第三者機関による安全
性の確認により、使用可能とすることができる仕組みを検討。 

 
○ 器具・容器包装製造事業者は、製造管理の基準に従って、必要な措置を講じることを求めることを検討。 
 
○ また、食品用器具及び容器包装製造事業者について、自治体が把握する仕組みを検討。 
 ※ 製造管理基準及び自治体の把握の対象となる事業者は、ポジティブリストの対象となる事業者を想定。 

 ※ なお、原材料の供給者は、器具・容器包装製造事業者が適切な製造管理を行うことができるよう、求めに応じて必
要な情報を提供するよう、協力を求めることが可能となる仕組みを検討。 
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４．食品リコール情報を把握する仕組みの構築 

（基本的な考え方） 

○ 食品の安全に関する情報を適切に把握し、的確な監視・指導を行うとともに、消費者に必要な情報の提供を行うこと
ができるようにする観点から、自主回収について情報を把握し、安全性の向上を図る。 

 
（検討内容） 

○ 食品の安全情報を適切に提供する観点から、食品等事業者が自らが製造・輸入等を行った製品について自主回収
を行うこととした場合の情報を把握する仕組みを検討。 

  ※ 事務手続の効率化の観点から、全国共通の届出システムの構築を検討。 
  ※ 衛生管理計画の中にも自主回収の手順について定めることを検討。 

５．その他 


